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平成２９年度海洋開発分科会における評価の実施について 

平成２９年７月１１日 

科学技術・学術審議会 

海 洋 開 発 分 科 会 

 

 海洋開発分科会（以下「分科会」という。）においては、「文部科学省における

研究及び開発に関する評価指針」（平成１４年６月文部科学大臣決定、平成２９年

４月最終改訂）等を踏まえ、平成２９年度における研究開発課題の評価を以下のと

おり実施する。 

 

１．評価の区分 

（１）事前評価 

 海洋科学技術等に関する研究開発課題（国立研究開発法人の事業を含む。以下

「課題」という。）のうち、以下のいずれかに該当するものを事前評価の対象とす

る。 

 ① 総額（５年計画であれば５年分の額）が１０億円以上を要することが見込ま

れる新規・拡充課題 

 ② 分科会において評価することが適当と判断されたもの 

（２）中間評価 

 事前評価を実施した課題のうち、中間評価実施時期に当たるものについて実施す

る。 

（３）事後評価 

 事前評価を実施した課題のうち、事後評価実施時期に当たるものについて実施す

る。 

※ 国立研究開発法人の事業として行われる課題の中間評価・事後評価については、

原則として独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）に基づく主務大臣

による業務の実績に対する評価として行い、分科会は評価結果について報告を受

けるものとする。 

※ 南極地域観測事業の中間評価・事後評価については、南極地域観測統合推進本

部（昭和３０年１１月閣議決定により設置）の下において行っており、分科会は

評価結果について報告を受けるものとする。 

 

２．評価対象課題 

（１）事前評価 

 ・平成３０年度新規予算要求課題のうち、１（１）に該当するもの 
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（２）中間評価 

・北極域研究推進プロジェクト（ＡｒＣＳプロジェクト） 

（３）事後評価 

  該当無し 

 

３．評価方法 

（１）事前評価 

 分科会において、必要性、有効性、効率性の観点から、事前評価票（別添）に記

載の各項目に基づき評価を実施する。事前評価票には、海洋科学技術に係る研究開

発計画（以下「研究開発計画」という。）における「中目標達成のために重点的に

推進すべき研究開発の取組（以下「重点取組」という。）の達成に向けた個々の課

題の位置付け、意義、課題間の相互関係、達成状況把握のための指標等を簡潔に示

すこととし、その後の中間評価・事後評価に際して、研究開発計画に定める中目標

の達成状況に係るフォローアップ等に適宜活用する。 

（２）中間評価・事後評価 

 分科会において、時期に応じた観点から評価を実施する。なお、分科会とは別の

有識者による合議体により評価が行われている課題については、当該合議体の評価

を基に分科会において評価を決定する。その際、事前評価票で示した指標等を用い

て、課題の進捗度や研究開発計画に定める中目標の達成状況を把握する。 

 

４．留意事項 

（１）利益相反 

 以下のいずれかに該当する委員は、評価に加わらないものとする。 

 ① 評価対象課題に参画しているもの 

 ② 被評価者（実施課題の代表者）と親族関係にあるもの 

 ③ 利害関係を有すると自ら判断するもの 

 ④ 分科会において、評価に加わらないことが適当であると判断されたもの 

（２）評価に係る負担軽減 

 評価を実施するに当たっては、合理的な方法により、可能な限り作業負担の軽減

に努める。 

 

５．その他 

 評価の実施に当たって、その他必要となる事項については別途定めるものとする。 

 

以 上 

 



 

事前評価票 

 

（平成○○年○○月現在） 

１．課題名 ○○ 

２．開発・事業期間 平成××年度～平成△△年度 

３．課題概要 

（１）研究開発計画との関係 

  施策目標：○○・・・・・ 

  大目標（概要）：○○・・・・・ 

  中目標（概要）：○○・・・・・ 

  重点取組（概要）：○○・・・・・ 

  指標（目標値）： 

   アウトカム指標： 

   アウトプット指標： 
 

（２）課題の概要 

  ○○・・・・・ 

※ 課題の達成目標を明確に設定 

 

４．各観点からの評価 

（１）必要性 

※ 以下の例を参考に適切な評価項目を抽出し、評価基準を設定 

科学的・技術的意義（独創性、革新性、先導性、発展性等）、社会的・経済的意義（産業・

経済活動の活性化・高度化、国際競争力の向上、知的財産権の取得・活用、社会的価値（安

全・安心で心豊かな社会等）の創出等）、国費を用いた研究開発としての意義（国や社会の

ニーズへの適合性、機関の設置目的や研究目的への適合性、国の関与の必要性・緊急性、他

国の先進研究開発との比較における妥当性、ハイリスク研究や学際・融合領域・領域間連携

研究の促進、若手研究者の育成、科学コミュニティの活性化等）その他国益確保への貢献、

政策・施策の企画立案・実施への貢献等 

 

（２）有効性 

※ 以下の例を参考に適切な評価項目を抽出し、評価基準を設定 

新しい知の創出への貢献、研究開発の質の向上への貢献、実用化・事業化や社会実装に至る

全段階を通じた取組、行政施策、人材の養成、知的基盤の整備への貢献や寄与の程度、（見

込まれる）直接・間接の成果・効果やその他の波及効果の内容等 

 

別添 



 

（３）効率性 

※ 以下の例を参考に適切な評価項目を抽出し、評価基準を設定 

計画・実施体制の妥当性、目標・達成管理の向上方策の妥当性、費用構造や費用対効果向上

方策の妥当性、研究開発の手段やアプローチの妥当性、施策見直し方法等の妥当性等 

５．総合評価 

実施の可否の別とその理由、中間評価・事後評価の実施時期、今後研究開発を

進める上での注意点など 

 


